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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年7月30日(2020.7.30)

【公開番号】特開2020-17623(P2020-17623A)
【公開日】令和2年1月30日(2020.1.30)
【年通号数】公開・登録公報2020-004
【出願番号】特願2018-139471(P2018-139471)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/48     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   23/48     　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月1日(2020.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１３】
　リードフレームの一部として、前記第１主端子及び前記第２主端子の少なくとも一方と
ともに設けられた連結部（８６，８６Ｃ，８６Ｅ）をさらに備え、
　前記連結部によって、前記第１主端子及び前記第２主端子のうちの少なくとも一方にお
いて、同じ前記主端子同士が連結されている請求項１～１２いずれか１項に記載の半導体
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１４】
　上下アーム回路の１つのアームを構成する半導体装置であって、
　第１主電極（３２）及び前記第１主電極との間に主電流が流れる第２主電極（３３）を
それぞれ有し、少なくとも第１半導体素子（３０ａ）及び第２半導体素子（３０ｂ）を含
む複数の半導体素子（３０）と、
　前記第１主電極に接続された第１主端子（６０Ｃ）及び前記第２主電極に接続された第
２主端子（６０Ｅ）を有するとともに、前記第１主端子及び前記第２主端子をそれぞれ複
数有し、前記第１主端子と前記第２主端子とが、前記半導体素子の厚み方向に直交する一
方向において側面同士が対向するように交互に配置された主端子（６０）と、備え、
　前記第１半導体素子及び前記第２半導体素子は、前記一方向に並んで配置されるととも
に、前記第１主端子及び前記第２主端子の間で互いに並列に接続されており、
　前記一方向において配置が連続する２つ以上の前記主端子により構成された主端子群（
６２）として第１群（６２ａ）及び第２群（６２ｂ）を有し、
　前記第１群を構成する前記主端子それぞれの少なくとも一部が、前記一方向において、
前記第１半導体素子の両端面（３６ａ，３７ａ）から延長された延長線間の領域（Ａ１ａ
）内に配置され、前記第２群を構成する前記主端子それぞれの少なくとも一部が、前記一
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方向において、前記第２半導体素子の両端面（３６ｂ，３７ｂ）から延長された延長線間
の領域（Ａ１ｂ）内に配置され、
　リードフレームの一部として、前記第１主端子及び前記第２主端子の少なくとも一方と
ともに設けられた連結部（８６，８６Ｃ，８６Ｅ）をさらに備え、
　前記連結部によって、前記第１主端子及び前記第２主端子のうちの少なくとも一方にお
いて、同じ前記主端子同士が連結されている半導体装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本開示の他のひとつである半導体装置は、
　上下アーム回路の１つのアームを構成する半導体装置であって、
　第１主電極（３２）及び第１主電極との間に主電流が流れる第２主電極（３３）をそれ
ぞれ有し、少なくとも第１半導体素子（３０ａ）及び第２半導体素子（３０ｂ）を含む複
数の半導体素子（３０）と、
　第１主電極に接続された第１主端子（６０Ｃ）及び第２主電極に接続された第２主端子
（６０Ｅ）を有するとともに、第１主端子及び第２主端子をそれぞれ複数有し、第１主端
子と第２主端子とが、半導体素子の厚み方向に直交する一方向において側面同士が対向す
るように交互に配置された主端子（６０）と、備え、
　第１半導体素子及び第２半導体素子は、一方向に並んで配置されるとともに、第１主端
子及び第２主端子の間で互いに並列に接続されており、
　一方向において配置が連続する２つ以上の主端子により構成された主端子群（６２）と
して第１群（６２ａ）及び第２群（６２ｂ）を有し、
　第１群を構成する主端子それぞれの少なくとも一部が、一方向において、第１半導体素
子の両端面（３６ａ，３７ａ）から延長された延長線間の領域（Ａ１ａ）内に配置され、
第２群を構成する主端子それぞれの少なくとも一部が、一方向において、第２半導体素子
の両端面（３６ｂ，３７ｂ）から延長された延長線間の領域（Ａ１ｂ）内に配置され、
　リードフレームの一部として、第１主端子及び第２主端子の少なくとも一方とともに設
けられた連結部（８６，８６Ｃ，８６Ｅ）をさらに備え、
　連結部によって、第１主端子及び第２主端子のうちの少なくとも一方において、同じ主
端子同士が連結されている。
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